
参 考         工事契約手続きについて  

１ 予定価格が２５０万円以内の場合 

  原則３者以上から見積書を取っていただきますが、必ず同じ仕様により、また、内訳が分

かる見積書の作成を依頼してください。（「○○工事一式」のような記載のみでは不可。） 

３者以上の見積書から、一番低廉な価格の業者を選定のうえ、契約を行ってください。 

契約金額が１００万円以下の場合は請書、１００万円を超える場合は契約書の作成が必要

です。 

工事着工後、工事着工報告書を提出してください。 

 

２ 予定価格が２５０万円を超える場合 

  入札手続きが必要です。 

  県が行う契約方法に準じて実施していただきます。 

 

① 県では競争入札に必要となる予定価格の参考資料である設計金額に

より、県の格付けに応じた適正業者を１５者程度（設計金額 3,000

万円以下の場合は８者程度でも可）を選定している。これに準じて

「指名業者候補届出書」を県（地域支え合い支援室又は各広域本部

等）へ提出すること。 

② 上記届出書に対する県の助言を受け、理事会等を開催し、指名業者

を決定する。原則として、契約ごと 10者以上（設計金額 3,000万円

以下の場合は 5者以上でも可）指名すること。 

③ 理事長（団体の代表者）は設計金額に基づいて予定価格を定め、予

定価格調書を作成（理事長の自署、私印押印）する。 

※この際、適正な積算に基づく設計金額の一部を、合理的な理由なしにカ

ットしないこと。 

 

④ 原則として１５日以上の見積期間を設けて、指名競争入札通知書に

より通知する。 

 

⑤ 監事、複数の理事（理事長は除く、原則３名以上）立会いにより、

入札を行う。 

⑥ 入札立会人の署名により「入札立会届出書」を作成し、県に原本を

提出すること。 

⑦ 入札結果（開札調書の写し）を県に提出すること。 

 

⑧ 契約の締結について、理事会等で審議のうえ、契約書を作成する。 

⑨ 契約後７日以内に契約書等の写し及び請負業者から提出された「工

事費内訳書」を県へ提出すること。 

 

⑩ 工事着工後、７日以内に工事着工報告書を県に提出すること。 

 

指名業者選定 

指名競争入札通知 

入 札 

契 約 

着 工 


